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－１－ 

平成２５年第４回農業委員会総会 

 

         平成２５年４月２２日午後３時３０分 八街市農業委員会総会を 

         八街市役所第１会議室に招集し、内容は次のとおりである。 

 

１．出席者 

    １．森  邦 央      ８．鈴 木 勝 雄      15．井 口 政 直 

    ２．立 﨑 義 久      ９．岩 品 要 助      16．中 川 利 夫 

    ３．武 藤  功      10．栗原十三男      17．井 野  基 

    ４．宮 部  操      11．関 口 芳 秀      18．石井とよ子 

    ５．赤 地 達 雄      12．小 山 優 一      19．関 端  旭 

    ６．内 藤 富 夫      13．飛 田 育 男      20．菅 野 喜 男 

    ７．林  和 弘      14．瀬 山 晢 信      21．三 須 裕 司 

                              22．川 野  繁 

 

２．欠席者  

    な し 

 

３．事務局 

    事 務 局 長  麻 生 和 敏         主 査 補  森  政 幸 

    主 査  菅 沼 邦 夫         副 主 査  浅 井 久 子 

 

４．議決事項 

    議案第１号 農地法第４条の規定による許可申請について 

    議案第２号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請について 

    議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第４号 農用地利用集積計画の承認について 

    議案第５号 特定農地貸付け申請の承認について 

 

５．その他 



 

－２－ 

○麻生事務局長 

 開会を宣す。（午後３時３０分） 
○川野会長 

 本日は、平成２５年度第４回の総会にあたりまして、皆様方、大変お忙しい中をおいでいた

だきまして、ありがとうございます。 

 今年は大分暖かさが早いということで、桜の花も早く咲いたのですが、ここのところへ来て

大分寒さが逆戻りいたしまして、農家にとっては非常に厳しいようでございます。また、ＴＰ

Ｐの問題もございますけれども、民主党でも聖域なき妥結はしないという件でも、最終的には、

一番農家がしわ寄せされるのではないかなと考えられます。そういう中で、皆様、これから一

層の努力が必要ではなかろうかと思われます。 

 では、本日の案件でございますが、今月の案件につきましては、農地法第４条、第５条、本

体で１３件、農用地第５条の計画変更２件、農用地利用集積計画の承認１０件、特定農地貸付

け申請の承認１件、合わせまして総件数で２６件が提出されております。慎重審議のほどお願

いいたしまして、開会の挨拶といたします。 
 ただいまの出席委員は２２名です。したがって、この総会は成立いたしました。 
 それでは、日程に従いまして、会務報告をお願いいたします。麻生事務局長、お願いいたし

ます。 

○麻生事務局長 

 それでは、会務報告をいたします。 

 まず最初に、３月２７日、水曜日。午前１１時から千葉県農業会議通常総会及び農業委員会

会長局長会議が千葉市で開催され、川野会長、藤﨑事務局長が出席しております。 

 ３月２８日、木曜日。午前１０時から転用事実確認現地調査及び農地パトロールを実施いた

しまして、担当委員、川野会長、岩品委員、井口委員出席のもと実施いたしました。 

 ３月２９日、金曜日。午前９時から事務局職員の退職辞令交付式を市長室で行い、川野会長

に出席していただきました。 

 ３月２９日、金曜日。午後３時から農家組合連合会長会議が市の総合保健福祉センターで開

催され、事務局の藤﨑事務局長、菅沼主査が出席しております。 

 ４月１日、月曜日。午前９時１０分から事務局職員の辞令交付式を会長室で行いました。川

野会長に出席をしていただきました。 

 ４月５日、金曜日。午後１時３０分から転用事実確認、現地調査及び農地パトロールを実施

いたしまして、担当委員は鈴木部長、栗原委員、中川委員出席のもと実施いたしました。 

 ４月１６日、火曜日。午後１時３０分から、この日は部会の現地調査の日でしたが、部会案

件がありませんでしたので、転用事実確認現地調査のみを実施いたしました。担当委員は中川

副部長、小山委員、森委員、赤地委員、武藤委員出席のもと実施いたしました。 

 以上でございます。 

○川野会長 



 

－３－ 

 次に、議事録署名委員の選任でございますが、会長から指名することでご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○川野会長 

 異議なしと認め、こちらからご指名申し上げます。 

 今月は、議席番号１番の森委員、２番の立﨑委員にお願いいたします。 

 議事に移ります。 

 議案第１号、農地法第４条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

 事務局、説明願います。森主査補、お願いいたします。 

○森主査補 

 それでは、議案第１号、農地法第４条の規定による許可申請についてご説明いたします。 

 番号１、所在大木字北吉山、地目畑、面積８６６平方メートルのうち１３８．４６平方メー

トルほか１筆、計２筆の合計面積２３０．１０平方メートル。転用目的、専用住宅用地。転用

事由、現在居住している居宅が手狭で老朽化しているため、当該申請地に専用住宅を建築し、

独立したい。 

 農地の区分は、第２種中高層住居専用地域内にある農地の理由から、第３種農地と判断され

ます。 

 次に、番号２。所在、八街字佐倉道。地目、畑。面積３１０平方メートルほか１筆、計２筆

の合計面積８３８平方メートル。転用目的、貸駐車場用地。転用事由、申請地近隣にある事業

所や店舗などから、駐車場として利用したいという要望があったため、当該申請地を駐車場と

して整備し、貸し付けたい。 

 農地の区分は、第２種中高層住居専用地域内にある農地の理由から、第３種農地と判断され

ます。 

 以上です。 

○川野会長 

 議案の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。 

 １番、石井委員、お願いいたします。 

○石井委員 

 では、議案第１号、番号１、農地法第４条の規定による許可申請についての調査報告を申し

上げます。 

 まず、立地基準ですが、申請地はＪＲ八街駅より南東方向へ約９００メートル、国道４０９

号線日向入口交差点から約４００メートル地点に位置し、県道成東酒々井線から位置指定道路

を通り、進入路は確保されております。 

 農地性ですが、申請地は大型スーパーやバイパスが通り、住宅地に隣接し、用途地域内であ

るため、事務指針２８ページ、④のＢの（ウ）に該当する第３種農地と判断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、現在居住している住居が手狭で老朽化しているため、当申請地に専



 

－４－ 

用住宅地を建築したいとのことであり、専用住宅用地としては、８６６平方メートルのうち１

３８．４６平方メートルと１千３７平方メートルのうち９１．６４平方メートル。合計２３０．

１０平方メートルであり、面積妥当だと思われます。 

 次に、事業資金については、自己資金及び借入金で賄う計画であるそうです。 

 事業計画でありますが、埋め立ては行わず、整地のみとし、土地選定の理由としては、自分

所有の土地の中で住居に適しているところを選んだとのことです。 

 用水ですが、上下水道は公営水道、汚水・雑排水は公共下水道、雨水は宅地内処理で行う計

画であるそうです。 

 防災計画ですが、工事中は安全に配慮し、周辺農地の営農条件への被害防除対策として、ブ

ロックで囲い、土砂流出防止を行うとのことです。そういうことですので、周辺農地に対して

支障はないものと思われます。 

 また、申請地は土壌改良事業受益地ではありません。 

 以上のことから、立地基準、一般基準ともに問題はないものと思われます。 

 以上、調査報告を終わります。 

○川野会長 

 続いて、２番、宮部委員、お願いいたします。 

○宮部委員 

 それでは、議案第１号２番について調査報告を申し上げます。 

 立地基準ですが、八街駅より西へ１．５キロメートルに位置し、県道から進入路を経て、接

道は確保されております。 

 農地性ですが、申請地は住宅密集地に隣接する用途地域内であるため、事務指針２８ページ

④のＢの（ウ）に該当する第３種農地と判断いたしました。 

 一般基準ですが、申請地は貸駐車場用地ということであり、近隣の事業者や個人の要望もあ

り、８３８平方メートルが申請されました。資金につきましては自己資金に賄うということで

す。 

 また、周辺農地への影響ですが、周辺に耕作地はなく、日照及び通風等の支障はありません。

申請地は現況地盤で利用し、雨水についても用地に砕石を敷き、自然浸透させ、周辺に被害を

与えないということです。 

 また、申請地には小作人等の支障となるものはありません。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに、本案件は問題ないものと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○川野会長 

 地元委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 



 

－５－ 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第１号１番については、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたし

ます。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、２番については、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、２番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、議案第２号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請についてを議題と

いたします。 

 事務局、説明願います。森主査補、お願いいたします。 

○森主査補 

 それでは、議案第２号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請についてご説

明いたします。 

 番号１、所在文違字文違野、地目畑、面積２５７平方メートル。当初計画者の目的、管理人

居宅兼保管庫用地。承継者の目的、専用住宅用地。承継事由、現在、家族３人で居住している

が、手狭で老朽化しているため、現在の住居は売却し、利便性のよい当該申請地に専用住宅を

建築し、移住したい。 

 また、本件は議案第３号３番に関連しております。 

 農地の区分は、市街地化が見込まれる地域内にある農地の理由から、第２種農地と判断され

ます。 

 次に、番号２、所在山田台字宮ノ原、地目畑、面積９９１平方メートル。当初計画者の目的、

専用住宅用地及び盆栽即売場用地。承継者の目的、太陽光発電施設用地。承継事由、当該申請

地に太陽光発電施設を設置し、安全な自然エネルギーを利用した太陽光発電事業を始め、安定

した利益を得て経営規模を拡大したい。 

 また、本件は議案第３号１０番に関連しております。 

 農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等の理由から、

第２種農地と判断されます。 

 以上です。 

○川野会長 

 議案の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。 

 議案第２号１番は議案第３号３番と関連しておりますので、あわせて説明を願います。 

 １番、中川委員、お願いいたします。 

○中川委員 



 

－６－ 

 それでは、報告いたします。 

 議案第２号１番及び議案第３号３番は、関連ですので、一括で報告させていただきます。 

 申請地は市役所より北へ約２キロメートルに位置し、進入路は公衆用道路により確保されて

おります。 

 農地区分は第２種農地と判断、代替性はないと思います。 

 一般基準ですが、計画面積は２５７平方メートル。資金は借入金。申請地に小作人等、権利

移転に対して支障になるものはありません。 

 用水は井戸、雨水は雨水浸透枡、汚水・雑排水は小型合併浄化槽を通し、既存側溝に接続。

被害防除等は、周囲にブロック積みをするため、土砂の流出はありません。 

 また、周辺は本人の畑であり、特に問題はないと思います。 

 以上、報告を終わります。 

○川野会長 

 次に、２番につきましても、議案第３号１０番と関連しておりますので、あわせて説明願い

ます。 

 ２番、森委員、お願いいたします。 

○森委員 

 議案第２号２番と議案第３号１０番の農地法第５条の規定による許可申請について、調査報

告いたします。 

 まず、立地基準ですが、申請地は市役所より南に１２キロメートル、県道岩富山田台線、宮

ノ原バス停より西へ１００メートル入ったところで、市道に面して進入路は確保されておりま

す。 

 農地性としては、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地であり、事

務指針の２９ページ、⑤のＢに該当するため、第２種農地と判断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、本申請は太陽光発電施設用地ということで、申請面積９９１平方メ

ートルは面積妥当と思われます。資金については借入金で賄う。申請地は、小作人等、権利移

転に対し支障となるものはありません。 

 次に、隣接に対する被害防除計画ですが、整地のみ、特に造成はしない。雨水については敷

地内で浸透させることになっております。この計画の隣接地北側は、同社が所有する土地で同

様に太陽光発電を開始する予定で、隣接する土地に支障を来すことはないと思われます。 

 申請地は土地改良受益地ではありません。 

 以上、このようなことから、許可後、速やかに事業を行うものと判断し、これらのことから、

立地基準、一般基準ともに、本案件は何ら問題はないものと思われます。 

 以上で報告を終わります。 

○川野会長 

 地元委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 



 

－７－ 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第２号１番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１番については、承認することに決定いたします。 

 次に、２番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、２番については、承認することに決定いたします。 

 次に、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

 事務局、説明願います。森主査補、お願いいたします。 

○森主査補 

 それでは、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請についてご説明いたします。 

 番号１、区分売買、所在八街字立合松北、地目畑、面積２６２平方メートル。転用目的、専

用住宅用地。転用事由、現在、家族４人で実家に居住していますけれども、子どもの成長に伴

い、手狭なため、当該申請地に専用住宅を建築し、独立したい。 

 農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地性の低い農地等の理由から、

第２種農地と判断されます。 

 次に、番号２、区分売買、所在雁丸字雁丸尾余、地目畑、面積３５９平方メートル。転用目

的、資材置場用地。転用事由、現在、土木会社に勤務していますけれども、独立する計画があ

るため、当該申請地を既に購入した重機の置場や事業に必要な資材置場として利用したい。 

 農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等の理由から、

第２種農地と判断されます。 

 次に、番号３、区分売買、所在文違字文違野、地目畑、面積２５７平方メートル。転用目的、

専用住宅用地。転用事由、現在、家族３人で居住していますが、手狭で老朽化しているため、

現在の住居は売却し、利便性のよい当該申請地に専用住宅を建築し、移住したい。 

 また、本件は議案第２号１番に関連しております。 

 農地の区分は、市街地化が見込まれる区域内にある農地の理由から、第２種農地と判断され

ます。 

 次に、番号４、区分売買、所在文違字文違野、地目畑、面積７７平方メートルほか１筆、計

２筆の合計面積２３５平方メートル。転用目的、建売分譲住宅１棟及び通路用地。転用事由、

建売分譲住宅１棟及び通路の建築、販売。 

 農地の区分は、市街地化が見込まれる農地の理由から、第２種農地と判断されます。 
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 次に、番号５、区分売買、所在富山字富山、地目畑、面積１６５平方メートル。転用目的、

駐車場用地。転用事由、現在、申請地の隣接地に居住していますが、駐車場が不足して不便な

ため、当該申請地を駐車場として利用したい。 

 農地の区分は、市街地化が見込まれる区域内にある農地の理由から、第２種農地と判断され

ます。 

 次に、番号６、区分売買、所在富山字富山、地目畑、面積３３０平方メートルほか１筆、計

２筆の合計面積６６１平方メートル。転用目的、事務所併用住宅及び駐車場用地。転用事由、

現在、土木工事業を経営していますが、事業の拡大に伴い、現在の自宅兼事務所では手狭で自

己所有の駐車場もないため、当該申請地に事務所併用住宅を建築し、事業の拠点を移したい。 

 農地の区分は、市街地化が見込まれる区域内にある農地の理由から、第２種農地と判断され

ます。 

 次に、番号７、区分売買、所在八街字町並、地目畑、面積１千１１平方メートル。転用目的、

駐車場用地。転用事由、現在、病院を経営していますが、患者及び従業員の駐車場が不足して

いるため、当該申請地を従業員専用の駐車場として利用し、患者用の駐車場を確保したい。 

 なお、当該申請地の一部は既に駐車場として使用されており、始末書が添付されております。 

 農地の区分は、第１種住居地域内にある農地の理由から、第３種農地と判断されます。 

 次に、番号８、区分売買、所在八街字長岡、地目畑、面積１千５７４平方メートルほか１筆、

計２筆の合計面積１千５９８平方メートル。転用目的、駐車場用地。転用事由、現在、運送業

を営んでいますが、申請地の隣接にある大型車用の駐車場が手狭で、車両の全てを収容できな

い状況にあるため、当該申請地を駐車場として拡張したい。 

 農地の区分といたしましては、市街地化が見込まれる区域内にある農地の理由から、第２種

農地と判断されます。 

 次に、番号９、区分売買、所在四木字西四木、地目畑、面積３３０平方メートル。転用目的、

駐車場用地。転用事由、現在、病院を経営しておりますが、病院敷地内の駐車場が手狭で、従

業員の駐車場が確保できない状況にあるため、当該申請地を従業員用の駐車場として利用した

い。 

 農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等の理由から、

第２種農地と判断されます。 

 次に、番号１０、区分売買、所在山田台字宮ノ原、地目畑、面積９９１平方メートル。転用

目的、太陽光発電施設用地。転用事由、当該申請地に太陽光発電施設を設置し、安全な自然エ

ネルギーを利用した太陽光発電事業を始め、安定した利益を得て経営規模を拡大したい。 

 また、本件は議案第２号２番に関連しております。 

 農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等の理由から、

第２種農地と判断されます。 

 番号１１、区分売買、所在吉倉字起シ田、地目畑、面積９９１平方メートル。転用目的、資

材置場及び駐車場用地。転用事由、現在、電気機器の製造及び販売業を経営しておりますが、
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事業の拡大に伴い資材置場が不足しているため、既存の倉庫に隣接している当該申請地を資材

置場及び駐車場として利用し、事業の効率化を図りたい。 

 農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等の理由から、

第２種農地と判断されます。 

 以上です。 

○川野会長 

 議案の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。 

 まず、１番、鈴木部長、お願いいたします。 

○鈴木部長 

 番号１番の調査報告を行います。 

 立地基準ですけれども、市役所から北へ、国道４０９号を約４キロメートル行きまして、県

道富里酒々井線を左折しまして、約２キロメートル行ったところの場所で、接道要件ですけれ

ども、位置指定道路の持ち分を譲渡により一部譲り受けて、進入路にすると。 

 農地区分は、事務指針２９ページ、⑤のＢに該当するため、第２種農地と判断いたしました。 

 一般基準、計画面積の妥当性、専用住宅用地で２６２平方メートルですので、適当であると

思われます。資金は借入金で賄うということです。 

 排水計画、上水道は井戸とします。雨水対策として軒下に浸透枡を設けます。汚水・雑排水

は小型合併浄化槽で処理後、蒸発散装置で処理します。 

 周辺農地の営農条件の被害防除対策は、周辺農地は全て宅地化にされたようなところであり、

何ら問題はないと思います。 

 以上、報告を終わります。 

○川野会長 

 次に、２番、４番が中川委員なんですが、３番は先ほど説明済みですので、２番を中川委員、

４番とあわせて報告願います。 

○中川委員 

 それでは、議案第３号２番の調査報告をいたします。 

 申請地は市役所より北へ約４．５キロメートルに位置し、進入路は市道により確保されてお

ります。農地区分は第２種農地と判断、代替性はないと思います。面積は３５９平方メートル。

資材置場です。資金は自己資金。造成計画は、砕石を入れて造成し、使用するとのことです。

雨水は自然浸透、被害防除対策は木工で囲い、トラロープを張り、囲むとのことです。周辺に

は農地はなく、特に問題はないと思います。 

 以上、報告を終わります。 

 続きまして、議案第３号４番の調査報告を行います。 

 申請地は市役所より北へ約１．５キロメートルに位置し、公衆用道路に接し、進入路は確保

されております。造成計画は、土砂の搬入はなく、道路はアスファルト舗装し、側溝を布設し

ます。面積は２３５平方メートル。農地区分は第２種農地と判断、代替性はないと思います。
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資金は自己資金。用水は井戸、雨水は浸透枡、汚水・雑排水は合併浄化槽。農業用排水施設は

なく、日照・通風の影響もなく、ブロック積みで囲まれているため、土砂の流出等はありませ

ん。特に問題はないと思います。 

 以上で報告を終わります。 

○川野会長 

 次に、５番、６番、小山委員、お願いいたします。 

○小山委員 

 議案第３号５番、６番について調査報告をいたします。どちらも同一農地でありますので、

あわせて報告いたします。 

 申請地は市役所より西へ約１．５キロメートルに位置し、市道に面しております。資金はど

ちらも自己資金です。農地性は第２種農地と判断しました。５番は駐車場用地。６番は事務所

併用住宅及び駐車場用地です。どちらも隣接農地があり、耕作者に説明をし、承諾を得ていま

す。被害防除はどちらもブロック積みをし、土砂の流出を防ぎます。用水は、６番は井戸、雨

水はともに敷地内浸透、６番の汚水・雑排水は合併浄化槽にて処理します。これらのことから、

特に問題はないものと思われます。 

 以上で報告を終わります。 

○川野会長 

 ７番は私の担当でございますので、私から報告いたします。 

 議案第３号７番、調査報告を申し上げます。 

 まず、立地基準ですが、申請地は八街市役所より南東へ約６００メートルに位置しておりま

す。市道に面しておりますので、進入路は確保されております。 

 現地調査した結果、農地区分としては、用途地域内にある農地でありますので、第３種農地

として判断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、本申請は駐車場用地ということでございますが、申請面積は１千１

１平方メートルであり、駐車台数の関係において、面積は妥当と思われます。 

 資金については自己資金にて賄う計画で、許可後は速やかに事業に着手するものと思われま

す。 

 次に、隣接に対する被害防除ですが、砕石を敷き、コンクリートブロックを積む計画で、土

砂の流出はありません。 

 また、小作人等、権利移転に対しては、支障はないものと思われます。 

 次に、義務者は、農地法の許可を得ずに申請地を既に駐車場として付近の方に貸しておりま

したので、その旨の始末書も添付されております。 

 以上のことから、立地基準、一般基準ともに、何ら問題はないものと思われます。 

 以上、調査報告を終わります。 

 次に、８番、内藤委員、お願いいたします。 

○内藤委員 
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 それでは、議案第３号８番、５条の許可申請について調査報告を申し上げます。 

 まず、立地基準ですが、申請地はＪＲ榎戸駅から北へ約９００メートルに位置し、進入路は、

現在使用している駐車場の進入路を使うため、確保されています。 

 農地性としては、事務指針の２８ページ、５のＡのイに該当するため、第２種農地として判

断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、本申請は駐車場用地ということですが、申請面積は１千５９８平方

メートルであり、事業目的に応じても面積妥当と思われます。資金につきましては自己資金で

賄う計画になっております。 

 申請地には、小作人等、権利移転に対して、支障となるものはありません。 

 次に、隣接地に対する被害防除計画ですが、周囲にブロック３段を設置し、砕石の飛散を防

ぐ計画となっており、雨水についても敷地内にて浸透させることになっています。 

 権利者は、現在、隣地を駐車場として保有していますが、手狭なため、車両の全てを収容で

きないことと、従業員用の駐車場、さらに今後、車両購入予定の分とあわせて申請地を活用し

たいとのことで、必要性についても認められます。 

 これからのことから、立地基準、一般基準ともに、本案件は何ら問題ないものと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○川野会長 

 次に、９番、関端部長、お願いいたします。 

○関端部長 

 それでは、議案第３号９番について報告をいたします。 

 まず、所在でございますが、市役所より南の方に約５キロメートルというところにあります。

この場所は、かなり以前に宅地分譲をした土地の一角でありまして、周りは全て住宅が建って

おります。その１カ所だけがそのままになっていて、あいていたという場所でございます。 

 次に、買う側の病院側の事情ですが、現在、職員が１００名、それに対して駐車場は６０台

分しか確保されていないというような事情がありまして、この土地を買いたいということにな

ったそうです。ここを造成して駐車場とした場合の利用台数ですが、１２台駐車できるという

計画だそうです。 

 工事は、雑木や何かが生えておりますので、それを処理した後に整地をして行うということ

でございまして、進入路につきましては、市道が付いておりますので、問題はございません。 

 以上の事情から、許可後は速やかに造成をして駐車場として利用するものと思われます。 

 以上で報告を終わります。 

○川野会長 

 １０番については説明済みですので、１１番、井口委員、お願いいたします。 

○井口委員 

 議案第３号１１番、調査報告を申し上げます。 

 まず、立地基準ですが、申請地は川上小学校から東へ約８００メートルに位置し、市道から
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権利者、会社の社長宅を経て、進入路は確保されております。 

 農地性としては、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地ですので、

事務指針の２９ページの⑤の（Ｂ）に該当するため、第２種農地として判断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、本申請は資材置場ということですが、申請面積は９９１平方メート

ルであり、面積は妥当と思われます。資金につきましては自己資金にて賄う計画となっており

ます。 

 申請地には仮登記が付いておりますが、仮登記権利者からの同意書が添付されております。 

 その他、小作人等、権利移転に対して、支障となるものはありません。 

 隣接する農地に対する被害防除対策ですが、申請地は砕石を敷く計画で、雨水は自然浸透の

ため、雨水等の流出は発生しないと思われます。 

 権利者は、電気機器の製造・販売業を営んでおり、事業に係る資材置場が不足していること

もあり、必要性についても認められます。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに、本案件は何ら問題はないと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○川野会長 

 地元委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 ないようでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第３号１番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、２番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、２番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、３番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、３番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、４番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 
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 挙手全員でありますので、４番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、５番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、５番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、６番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、６番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、７番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、７番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、８番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、８番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、９番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、９番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、１０番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１０番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、１１番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１１番については、許可相当で決定いたします。 

 会議中ではございますが、ここで１０分間の休憩をいたしたいと思います。 

休憩 午後４時２０分 

再開 午後４時４０分 

○川野会長 

 会議を再開いたします。 

 次に、議案第４号、農用地利用集積計画の承認についてを議題といたします。 

 事務局、説明願います。菅沼主査、お願いいたします。 
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○菅沼主査 

 それでは、議案第４号、農用地利用集積計画の承認についてご説明いたします。 

 本件につきましては、平成２５年４月１２日付で八街市長から、農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画の承認を求められております。 

 番号１、所在朝日字松里、地目畑、面積４千５２８平方メートル。利用権の種類は賃貸借。

期間は４年１１カ月、新規です。 

 番号２、所在八街字笹引、地目畑、面積３千４７平方メートルのうち２千平方メートル。利

用権の種類は賃貸借。期間は３年、再設定です。 

 番号３、所在八街字笹引、地目畑、面積は１千９９０平方メートル。利用権の種類は賃貸借。

期間は４年１１カ月、再設定です。 

 番号４、所在八街字松島、地目畑、面積６千１２８平方メートルほか１筆、計２筆の合計面

積９千４７平方メートル。利用権の種類は賃貸借。期間は２年１１カ月、新規です。 

 番号５、所在大谷流字瀬田入、地目畑、面積は４千５８平方メートル。利用権の種類は賃貸

借。期間は６年、再設定です。 

 番号６、所在用草字天神、地目田、面積は１千６４０平方メートルほか１筆、計２筆の合計

面積３千６１平方メートル。利用権の種類は賃貸借。期間は５年、再設定です。 

 番号７、所在上砂字釜ノ作、地目畑、面積３千６６９平方メートル。利用権の種類は賃貸借。

期間は５年、新規です。 

 番号８、所在沖字東沖、地目畑、面積１千９８３平方メートルほか１筆、計２筆の合計面積

３千９６６平方メートル。利用権の種類は賃貸借。期間は５年、新規です。 

 番号９、所在沖字東沖、地目畑、面積１千９８３平方メートルほか４筆、計５筆の合計面積

８千１３０平方メートル。利用権の種類は賃貸借。期間は５年、新規です。 

 番号１０、所在八街字東金道、地目畑、面積１万８千５４９平方メートルのうち１万平方メ

ートル。利用権の種類は使用貸借。期間は３年、新規です。 

 なお、ただいまご説明いたしました１番から１０番までの案件については、農業経営基盤強

化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。 

 以上です。 

○川野会長 

 議案の説明が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第４号１番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 



 

－１５－ 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１番については、承認することに決定いたします。 

 次に、２番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、２番については、承認することに決定いたします。 

 次に、３番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、３番については、承認することに決定いたします。 

 次に、４番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、４番については、承認することに決定いたします。 

 次に、５番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、５番については、承認することに決定いたします。 

 次に、６番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、６番については、承認することに決定いたします。 

 次に、７番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、７番については、承認することに決定いたします。 

 次に、８番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、８番については、承認することに決定いたします。 

 次に、９番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、９番については、承認することに決定いたします。 

 次に、１０番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 



 

－１６－ 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１０番については、承認することに決定いたします。 

 次に、議案第５号、特定農地貸付け申請の承認についてを議題といたします。 

 事務局、説明願います。菅沼主査、お願いいたします。 

○菅沼主査 

 それでは、議案第５号、特定農地貸付け申請の承認についてご説明いたします。 

 番号１、所在八街字南富士見、地目畑、面積５千５７６平方メートルのうち１千２４０．０

０平方メートル。貸付内容、募集方法は一般公募、貸付期間は１年間、区画数は３０区画。１

区画につき貸付面積は３０平方メートル、貸付料は年６千円。申請目的、市民農園。申請事由、

農業者以外の者が野菜等を栽培し、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めるため、

市民農園を開設したい。 

 以上です。 

○川野会長 

 地元委員の調査報告をお願いいたします。 

 武藤委員、お願いいたします。 

○武藤委員 

 議案第５号、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第３条第１項の規定に基

づいた特定農地貸付け申請について調査報告いたします。 

 貸付農地は、八街駅より南西に約１．３キロメートルに位置し、５千５７６平方メートルの

うち１千２４０平方メートルを使用し、北側には市道があります。 

 貸付規定には、農地の所在、地番及び面積について明記されており、区画数は３０区画です。 

 募集方法は一般公募にて実施し、定員を上回った場合には抽選により決定します。 

 貸付条件としては、期間は１年間、１区画当たり３０平方メートル。賃料は年間６千円です。 

 貸付規定には、貸付農地の管理、運営方法、禁止行為など、農地の適切な利用を確保するた

めに、内容について定められており、また、周辺地域に支障を及ぼさないことなどを含んだ内

容で、申請者と八街市の間で、八街市市民農園貸付協定を締結しております。 

 周囲に認定農業者が耕作している畑はなく、周辺農地への営農上における影響はないと思わ

れます。 

 駐車場スペースは、自宅等の庭等を使い、手洗い場は東側倉庫からの井戸を給水し、設置済

みであります。 

 その他、参考となる事項として、昭和６３年に後継者に経営移譲し、これまで、申請者は経

営移譲年金を受給しておりましたが、今回の申請地が経営移譲年金の対象農地でありますので、

申請者は支給停止になります。 

 また、その旨、申請者も承知の上で申請しております。 

 以上、全ての調査結果から、本申請は特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律

第３条第３項の承認要件に全て該当しているため、承認できると思います。 



 

－１７－ 

 以上で調査報告を終わります。 

○川野会長 

 地元委員の説明が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 質疑がないようでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第５号１番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、議案第５号１番については、承認することに決定いたします。 

 以上で本日の審議すべき案件は全て終了いたしました。 

 ご苦労さまでございました。 

○麻生事務局長 

 閉会を宣す。（午後４時５２分） 



 

－１８－ 
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